
亀山都市計画用途地域の変更について

（みずきが丘及びアイリス町の用途地域の指定）

亀山市建設部都市整備課
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・住居、商業、工業等の用途を適正に配分して都市機能を維持増進し、住居
の環境を保護し、商業、工業等の利便を増進することが目的

・建築物の用途や建築物の形態制限（容積率、建蔽率、高さ等）について、
地方公共団体が都市計画の内容として決定

※出典：国土交通省資料

１ー１ 用途地域について（制度概要）

様々な建物が混在して住みにくい

まちにならないようにするための

「地域で建てられる建物や用途に

制限をかけるルール」です。

つまり・・・
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田園住居地域

農業と調和した低層住宅の環境を守るための地域です。
住宅に加え、農産物の直売所などが建てられます。

第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域

近隣商業地域 商業地域

準工業地域 工業地域 工業専用地域

田園住居地域

１ー２ 用途地域について（制度概要）
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亀山市では１９,０９１ｈａのうち、市街地を中心に１,１８４ｈａが

用途地域に指定されています。

亀山・関テクノヒルズ

（工業専用地域）

みどり町・みずほ台

（住居専用地域）
アイリス町
（指定なし）

みずきが丘
（指定なし）

ＪＲ亀山駅前

（商業地域）

１ー３ 用途地域について（亀山市の用途地域）



みずきが丘

アイリス町
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国道１号

国道３０６号

２ー１ 住宅団地について（位置）



都市計画法第41条に基づく形態制限

住居系用途地域の指定を想定し、

建蔽率、容積率、建築物の用途等を制限
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開発許可 平成 ７年９月２２日

完了公告 平成１０年１月２０日

区 画 数 ７９３区画

開発面積 約３５ｈa

人 口 ２,５１４人

世帯数 ７７３世帯

２ー２ 住宅団地について（みずきが丘）



建築協定に基づく制限

住居系用途地域の指定を想定し、

建蔽率、容積率等を制限
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開発許可 平成 ８年１月２５日

完了公告 平成１０年１月３０日

区 画 数 ６９８区画

開発面積 約３０ｈa

人 口 １,０７５人

世帯数 ３６０世帯

住民主体により締結された建築協定により、

建蔽率、容積率、建築物の用途、壁面位置等を制限

都市計画法第41条に基づく形態制限

メガソーラーアイリス

北側区画において、Z自然エネルギー開発㈱が

平成25年から太陽光発電事業を暫定的に開始。

令和15年までの運用を予定。

２ー３ 住宅団地について（アイリス町）



～ 用途地域見直し方針 ～

みずきが丘、アイリス町、関ヶ丘等の各住宅団地については、土地利用方針で地域

型居住地として将来にわたりゆとりある住環境を確保するよう保全・維持に努める

地域であることから、居住地として住宅系用途地域の指定を検討します。
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３ー１ 用途地域の指定について（都市マスタープラン）



市内有数の大規模住宅団地であるみずきが丘及びアイリス町は、

住宅団地が開発されて以後、暫定的に建築物の形態制限等が行わ

れてきましたが、用途地域など地域地区による土地利用規制がな

い地域のままとなっています。

こうした中、亀山市都市マスタープランでは、みずきが丘及び

アイリス町を、将来にわたりゆとりある住環境を確保するよう保

全・維持に努める地域と位置づけ、住宅系用途地域の指定を検討

することとしています。

これらを踏まえ、みずきが丘及びアイリス町の良好な住環境が

将来にわたって保全・維持されるよう、用途地域を指定します。
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３ー２ 用途地域の指定について（指定理由）
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変更前 変更後 増減

用途地域（全体） １１８４.１ １２３４.０ ４９.９

第１種低層住居専用地域 １０９.６ １５４.４ ４４.８

第２種低層住居専用地域 ４.９ ８.３ ３.４

第１種中高層住居専用地域 ３４.２ ３４.７ ０.５

第１種住居地域 ２０５.１ ２０６.３ １.２

（亀山都市計画用途地域：亀山市）

３ー３ 用途地域の指定について（指定面積）

1276
線

1276
線

1276
テキスト ボックス
１０２.２


1276
テキスト ボックス
１４７.０




第１種低層住居専用地域

低層住宅のための地域。
小規模なお店や事務所を
かねた住宅や、小中学校
などが建てられる。

第１種住居地域

住居の環境を守るための地域。
3,000㎡までの店舗、事務所、
ホテルなどは建てられる。

第２種低層住居専用地域

主に低層住宅のための地域。
小中学校などのほか、150㎡
までの一定のお店などが建て
られる。

第１種中高層住居専用地域

中高層住宅のための地域。
病院、大学、 500㎡までの
一定のお店などが建てられる
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（0.5ha） （3.4ha）

（0.7ha）

（22.3ha）

４ー１ みずきが丘の用途地域について（位置）



【旧】これまでの制限

【幼稚園・集会所】

無指定 → 第１種中高層住居専用地域

用途地域は、これまでの制限とほぼ同様の用途を設定しています。

（土地利用の状況を踏まえ、指定区域を一部追加しています。（赤字箇所））

【新】用途地域
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４ー２ みずきが丘の用途地域について（位置）



想定用途 （第１種低層住居専用地域） （第２種低層住居専用地域）

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／１５０

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １２ｍ以下

その他制限 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・集合住宅・教育施設・福祉施設
医療施設・公益上必要な施設

戸建住宅・兼用住宅・保育所・診療所
集会所等・神社等・学習塾等

用途地域 第１種低層住居専用地域 第２種低層住居専用地域

建ぺい／容積 ５０／１００ ５０／１５０

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １２ｍ以下

その他制限 道路斜線・ ・北側斜線・日影制限 道路斜線・＿＿＿＿・北側斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅・学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅・学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
店舗等（１５０㎡以下）

【旧】これまでの制限（都市計画法４１条形態制限・無指定地域の形態制限）

【新】用途地域

※下線は、これまでの制限から変わる箇所を表示しています。
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４ー３ みずきが丘の用途地域について（制限）



想定用途 なし （第１種住居地域）

建ぺい／容積 ６０／２００ ６０／２００

絶対高さ制限 なし １５ｍ以下

その他制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

制限なし

戸建住宅・兼用住宅・病院等
保育所・集会所等・神社等・学習塾等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
スポーツ施設 （３,０００㎡以下）
作業場 （５０㎡以下）

用途地域 第１種中高層住居専用地域 第１種住居地域

建ぺい／容積 ６０／２００ ６０／２００

絶対高さ制限 なし ＿＿＿＿＿

その他制限 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅・学校・神社等・
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院、大学等
店舗等（５００㎡以下）

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院・大学等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
スポーツ施設 （３,０００㎡以下）
工場等 （５０㎡以下）

【新】用途地域

※下線は、これまでの制限から変わる箇所を表示しています。
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【旧】これまでの制限（都市計画法４１条形態制限・無指定地域の形態制限）

４ー４ みずきが丘の用途地域について（制限）



メガソーラーアイリス

令和１５年頃まで運用予定
（平成２５年度から２０年程度）

第１種低層住居専用地域

低層住宅のための地域。
小規模なお店や事務所を
かねた住宅や、小中学校
などが建てられる。

第１種住居地域

住居の環境を守るための地域。
3,000㎡までの店舗、事務所、
ホテルなどは建てられる。
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（22.5ha）

（0.5ha）

５ー１ アイリス町の用途地域について（位置）



【旧】これまでの制限

用途地域は、これまでの制限と同様の用途を設定。

【新】用途地域
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５ー２ アイリス町の用途地域について（位置）



想定用途 （第１種低層住居専用地域） （第１種住居地域）

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／２００

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １５ｍ以下

その他制限 道路斜線・隣地斜線・北側斜線・日影制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

制限なし 制限なし

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／２００

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １５ｍ以下

その他制限 壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等 壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・兼用住宅・診療所・公益上必要な施設

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院・大学等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
遊戯施設等 （３,０００㎡以下）
工場等 （５０㎡以下）

【旧】これまでの制限

建築協定

都市計画法４１条形態制限・無指定地域の形態制限
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５ー３ アイリス町の用途地域について（制限）



※下線は、これまでの制限から変わる箇所を表示しています。

用途地域 第１種低層住居専用地域 第１種住居地域

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／２００

絶対高さ制限 １０ｍ以下 ＿＿＿＿＿

その他制限 道路斜線・ ・北側斜線・日影制限 道路斜線・隣地斜線・日影制限

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅・学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院・大学等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
遊戯施設等 （３,０００㎡以下）
工場等 （５０㎡以下）

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／２００

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １５ｍ以下

その他制限 壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等 壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・兼用住宅・診療所・公益上必要な施設

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院・大学等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
遊戯施設等 （３,０００㎡以下）
工場等 （５０㎡以下）

建築協定

用途地域

【新】指定後の制限
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５ー４ アイリス町の用途地域について（制限）



用途地域 第１種低層住居専用地域 第１種住居地域

建ぺい／容積 ５０／１００ ６０／２００

絶対高さ制限 １０ｍ以下 １５ｍ以下

その他制限
道路斜線・北側斜線・日影制限

壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等

道路斜線・隣地斜線・日影制限

壁面後退・敷地分割・地盤高さ変更 等

建築ができる
主な建築物の用途

戸建住宅・兼用住宅・診療所・公益上必要な施設

戸建住宅・共同住宅・兼用住宅学校・神社等
福祉施設・公衆浴場・診療所・公益上必要な施設
病院・大学等
店舗・事務所等（３,０００㎡以下）
遊戯施設等 （３,０００㎡以下）
工場等 （５０㎡以下）

【新】指定後の制限（用途地域＋建築協定）

赤字・・・建築協定による上乗せ制限

アイリス町は建築協定によってより厳しい制限が設けられている

ことから、実質的にはこれまでの制限から変更なし。
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５ー５ アイリス町の用途地域について（制限）



～令和６年１０月
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事前調整

県関係部局協議

説明会

令和６年１１月

令和６年１１月

都市計画審議会令和７年 １月

■県都市政策課との事前調整

■自治会、土地所有者等との事前調整

■県関係課との下協議

県土整備部・環境生活部・農林水産部（１４課）

四日市建設事務所・鈴鹿建設事務所

■都市計画法第１６条第１項に基づく説明会

■市民、土地所有者への説明及び意見聴取

■審議に向けた案件説明

事前協議令和７年 １月 ■本協議を円滑に行うための県との事前協議

６ー１ これまでの経過について
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開催日
令和６年１１月１５日（金）午後 ７時００分

令和６年１１月１６日（土）午前１０時００分 ２回開催

開催場所 総合保健福祉センター あいあい ２階 大会議室

対象者 市民、土地所有者

周知方法

①市広報（１１月１日号）

②市ホームページ

③個別案内
・指定地域の自治会各世帯
・土地所有者

※事前にホームページ、窓口、集会所等で資料を公開

（概 要）

６ー２ これまでの経過について（住民説明会）
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参加者数
令和６年１１月１５日（金） ９名

令和６年１１月１６日（土） ７名

指定内容等に
対する意見

なし

説明内容等に
関する質疑

・用途地域指定に伴う制限の内容について

・アイリス町の太陽光発電施設について

・今後のスケジュールについて

（開催結果）

６ー３ これまでの経過について（住民説明会）
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縦覧

本協議

令和７年２月

～３月

令和７年３月～

都市計画審議会令和７年１月

■都市計画法第１７条第１項に基づく案の縦覧

■住民及び利害関係者は意見書を提出

■審議に向けた案件説明

都市計画審議会令和７年３月 ■都市計画法第１９条第１項に基づく審議

令和７年３月

都市計画決定

■都市計画法第１９条第３項に基づく県との本協議

同時期の告示を予定

農業振興地域の変更（指定地域の除外）
都市計画法４１条形態制限の廃止

今後のスケジュール


